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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】再始動時において安定したトルク出力を得るこ
とができる電動車両を提供する。
【解決手段】車両駆動用のモータで走行する電動車両１
において、モータ２の作動中にモータ２の停止条件が成
立した場合にはモータ２を自動的に停止させると共に、
停止条件が解除された場合にモータ２を再始動させるモ
ータコントロール部１０と、停止条件が解除されてから
所定時間までのモータ２の回転速度を積算して積算値を
算出し、積算値に基づいて路面の傾斜状態を判定する路
面傾斜判定部１２とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両駆動用のモータで走行する電動車両において、
　前記モータの作動中に前記モータの停止条件が成立した場合には前記モータを自動的に
停止させると共に、前記停止条件が解除された場合に前記モータを再始動させるモータコ
ントロール部と、
　前記停止条件が解除されてから所定時間までの前記モータの回転速度を積算して積算値
を算出し、前記積算値に基づいて路面の傾斜状態を判定する路面傾斜判定部とを備えるこ
とを特徴とする電動車両。
【請求項２】
　前記モータコントロール部は、ブレーキの油圧が所定値未満であるとき、前記停止条件
が解除されたと判断することを特徴とする請求項１記載の電動車両。
【請求項３】
　前記モータコントロール部は、クリープトルクを発生させるクリープトルク発生手段を
有し、前記所定時間とは、前記クリープトルク発生手段がクリープトルクの発生を開始さ
せる時間であることを特徴とする請求項１又は２に記載の電動車両。
【請求項４】
　前記路面傾斜判定部は、前記積算値が大きいほど傾斜の勾配が大きいと判定することを
特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の電動車両。
【請求項５】
　前記モータコントロール部は、前記モータを再始動させる際、判定された前記傾斜状態
に応じて前記モータの出力トルクを制御することを特徴とする請求項１～４のいずれかに
記載の電動車両。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電動車両にかかるものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、燃費節減、エミッション低減等のために、いわゆるアイドルストップ制御システ
ム（エンジン自動停止始動制御システム）を搭載した車両が注目されている。従来の一般
的なアイドルストップ制御システムは、運転者が車両を停車させたときに燃料噴射を停止
してエンジンを自動的に停止させ、その後、運転者がブレーキ解除操作やアクセル踏込み
操作等の車両を発進操作を行ったときに自動的にモータに通電してエンジンを再始動させ
るように構成している（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－２２３００８号公報（請求項１等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、近年では、二酸化炭素若しくは窒素酸化物に係る排出量の削減要請の高まり
などを背景として、内燃機関に代わり、電動機を動力源として搭載した電気自動車が急速
に普及してきている。
【０００５】
　このような電気自動車においても、アイドルストップ制御システムのように、運転者が
車両を停車させたときに一時的にモータへの電力供給を自動的に停止させ、その後、運転
者がブレーキ解除操作やアクセル踏込み操作等の車両の発進操作を行ったときに自動的に
モータに通電して電力消費を抑制させることが考えられる。
【０００６】
　しかしながら、車両が停止した場合に、次に車両を発進させるためにブレーキペダルか
らアクセルペダルへの踏み換えが行われるが、この踏み換えに際して、上り坂においては
、アクセルペダルを踏んだ場合に、所望のトルクを得ることができないことがあり、また
、平坦路や特に下り坂においては、アクセルペダルを踏んだ場合に、所望以上のトルクを
得てしまい、乗り心地に影響を与えることがあるという問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明の課題は、上記従来技術の問題点を解決することにあり、再始動時にお
いて安定したトルク出力を得ることができる電動車両を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の電動車両は、車両駆動用のモータで走行する電動車両において、前記モータの
作動中に前記モータの停止条件が成立した場合には前記モータを自動的に停止させると共
に、前記停止条件が解除された場合に前記モータを再始動させるモータコントロール部と
、前記停止条件が解除されてから所定時間までの前記モータの回転速度を積算して積算値
を算出し、前記積算値に基づいて路面の傾斜状態を判定する路面傾斜判定部とを備えるこ
とを特徴とする。
【０００９】
　本発明によれば、路面傾斜判定部を備えることで、停止条件が解除された際における路
面の傾斜状態を判定する。この場合に、モータ回転速度を積算した積算値に基づいて判断
することで、より正確に路面状態を判定することが可能である。
【００１０】
　ここで、前記モータコントロール部は、ブレーキの油圧が所定値未満であるとき、前記
停止条件が解除されたと判断することが好ましい。このように、モータコントロール部は
、ブレーキの油圧が所定値未満であるとき、前記停止条件が解除されたと判断する。ブレ
ーキの油圧が所定値未満であるかどうかを判断することで、簡易に、かつ、運転者の意志
を適切にとらえて停止条件を解除することが可能である。
【００１１】
　また、前記路面傾斜判定部は、前記モータコントロール部は、クリープトルクを発生さ
せるクリープトルク発生手段を有し、前記所定時間とは、前記クリープトルク発生手段が
クリープトルクの発生を開始させる時間であることが好ましい。これにより、路面傾斜判
定部は、停止条件が解除されてからクリープトルクが発生するまでのモータ回転速度の積
算値に基づいて傾斜状態を判断する。モータ回転に重力のみが影響する期間で傾斜状態を
判断するので、更に正確な傾斜状態の判定が可能となる。
【００１２】
　前記路面傾斜判定部が、前記積算値が大きいほど傾斜の勾配が大きいと判定することが
好ましい。即ち、路面傾斜判定部は、積算値が大きいほど傾斜の勾配が大きいと判定する
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ので、傾斜状態と共に、傾斜の勾配について判定することができる。
【００１３】
　前記モータコントロール部は、前記モータを再始動させる際、判定された前記傾斜状態
に応じて前記モータの出力トルクを制御することが好ましい。モータコントロール部は、
モータを再始動させる際、路面傾斜判定部が判定した傾斜状態に応じてモータのトルク出
力を制御する。傾斜状態に合わせてトルクを変更することで、再始動時において安定した
トルク出力を得ることができる。また傾斜の勾配に合わせて詳細にトルクを変更すること
ができ、再始動時においてより安定したトルク出力を得ることが可能である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の電動車両によれば、再始動時において安定したトルク出力を得ることができる
という優れた効果を奏し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態１における電気自動車の制御装置を示すブロック図である。
【図２】実施形態１におけるＭＣＵを示すブロック図である。
【図３】実施形態１における勾配の緩やかな上り坂での制御を説明するためのグラフであ
る。
【図４】実施形態１における勾配の急な上り坂での制御を説明するためのグラフである。
【図５】実施形態１における平坦路での制御を説明するためのグラフである。
【図６】実施形態１における下り坂での制御を説明するためのグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について図１～図６を用いて説明する。
【００１７】
　図１に示すように、電動車両の一例である電気自動車１は、モータ２を備えており、こ
のモータ２は駆動輪（図示せず）に接続されている。即ち、電気自動車１は、モータ２を
駆動源として走行可能に構成されている。また電気自動車１には、外部から電力供給可能
とされた二次電池であるバッテリー３が搭載されている。バッテリー３はモータ２に電気
的に接続されている。モータ２はこのバッテリー３から供給される電力によって駆動され
る。
【００１８】
　また、電気自動車１は、車両の統合制御を行うＥＣＵ４を備えている。ＥＣＵ４は、電
気自動車１に設けられた各種センサからの検出結果に基づいてバッテリー３の充電制御や
モータ２の駆動制御等を実行する。
【００１９】
　本実施形態では、ＥＣＵ４は、ＭＣＵ（モータコントロール部）１０を備えている。Ｍ
ＣＵ１０は、モータ２の駆動制御を行うためのコントロールユニットである。
【００２０】
　また、ＥＣＵ４は、停止・再始動判定部１１を備える。この停止・再始動判定部１１は
、運転者が車両を停車させたときに一時的にモータ２への電力供給を自動的に停止させ、
その後、運転者がブレーキ解除操作やアクセル踏込み操作等の車両の発進操作を行ったと
きに自動的に停止条件を解除し、モータ２に通電して電力消費を抑制させるためのもので
ある。即ち、停止・再始動判定部１１は、モータ２への電力供給の停止条件が成立するか
どうか、及びこの停止条件が解除されるかどうかを判定する。停止・再始動判定部１１が
モータ２の停止条件が成立したと判定すると、ＥＣＵ４はＭＣＵ１０への電力供給を停止
する。ＭＣＵ１０への電力供給の停止に伴い、モータ２の通電も停止され、モータ２の作
動も停止される。
【００２１】
　そして、停止・再始動判定部１１はその後も例えば所定時間毎に判定を続けて、運転者
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が再び車両を発進させようとしてモータ２の停止条件が解除されたと判定すると、ＥＣＵ
４はＭＣＵ１０を再始動させてモータ２への電力供給を再開し、モータ２を再始動させる
ように駆動制御する。このようにして、停止・再始動判定部１１を設けることで、電気自
動車１では、所定条件下でモータ２への電力供給を自動的に停止されると共に、所定条件
下で自動的に停止条件が解除され、モータ２に通電して電力消費を抑制させている。
【００２２】
　停止・再始動判定部１１における判定について詳細に説明する。停止・再始動判定部１
１は、ＥＣＵ４が常に取得している変数から、モータ２の停止条件が成立しているかどう
かを判定する。
【００２３】
　本実施形態では、モータ２の停止条件としては、ブレーキの油圧が所定値以上であるか
、アクセルの開度が全閉であるか、車速が０であるか、シフトレバーのポジションがＤレ
ンジであるか、モータ２のトルクフィードバックが所定値以下であるかどうかが挙げられ
る。これらは、ブレーキの油圧の検出手段であるブレーキ油圧検出部５、アクセル開度の
検出手段であるアクセル検出部６、車速の検出手段である車速検出部７、シフトレバーの
ポジションを検出するポジション検出部８、及びモータ２のトルク検出手段であるトルク
検出部９から、検出結果が常にＥＣＵ４へ出力されている。停止・再始動判定部１１では
、これらの検出結果から、停止条件が成立している場合、つまり、ブレーキ油圧検出部５
で検出された油圧値が所定値以上であり、アクセル検出部６で検出されたアクセル開度が
全閉であり、車速検出部７で検出された車速が０であり、ポジション検出部８で検出され
たシフトレバーのポジションがＤレンジであり、トルク検出部９で検出されたフィードバ
ックトルク値が所定値以下である場合には、停止・再始動判定部１１は電気自動車１の停
止条件が成立したと判定する。
【００２４】
　停止・再始動判定部１１が停止条件成立を判定すると、ＥＣＵ４はＭＣＵ１０への電力
供給を停止する。ＭＣＵ１０への電力供給の停止に伴い、モータ２の通電も停止され、モ
ータ２の作動も停止され、電力消費量を抑制する。
【００２５】
　停止・再始動判定部１１が停止条件成立を判定した後に、停止条件が不成立、即ち停止
条件が解除となるとＥＣＵ４はＭＣＵ１０への電力供給を再始動してモータ２を始動させ
る。このような停止条件が不成立、即ち停止条件が解除される場合とは、上述した停止条
件が一つでも満たされない場合であるが、本実施形態では、特にブレーキの油圧が所定値
未満であるかどうかで判断する。これは、電気自動車では通常停止時には運転者はブレー
キを踏み続ける必要があり、ブレーキを踏んでいない場合には、運転者に電気自動車１を
駆動させる意志があると最も簡易に、かつ正確に判断できるからである。
【００２６】
　従って、本実施形態では、停止・再始動判定部１１がブレーキの油圧が所定値未満であ
るのを検出し、停止条件が解除されたことを判定した場合にはＥＣＵ４はＭＣＵ１０への
電力供給を再始動してモータ２を始動させる。
【００２７】
　この場合に、電気自動車１が上り坂にいるとすれば、運転者が電気自動車１を進行させ
ようとしてブレーキを解除してアクセルを踏込むまでの非常に短い時間に、電気自動車１
が後退したり、また、アクセルを踏み込んでもすぐには所望の出力を得ることができない
場合が考えられるので、これを防止する必要がある。また、電気自動車１が平坦路、もし
くは下り坂にいる場合には、運転者が電気自動車１を進行させようとしてブレーキを解除
してアクセルを踏込むと、所望以上の出力を得てしまい、トルクショックが発生して乗り
心地に影響を及ぼすことが考えられるので、これを防止する必要がある。
【００２８】
　そこで、本実施形態においては、ＥＣＵ４は、電気自動車１の路面状態を判定する路面
傾斜判定部１２を備える。路面傾斜判定部１２が電気自動車１の路面が上り坂であると判
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定すれば、ＥＣＵ４は、モータトルクが通常値よりも大きくなるようにモータ２を駆動制
御し、路面傾斜判定部１２が電気自動車１の路面が下り坂であると判定すれば、ＥＣＵ４
は、モータトルクが通常値よりも小さくなるようにモータ２を駆動制御する。これにより
、上り坂でもすぐに所望の出力を得ることができると同時に、下り坂でも所望の出力を得
て乗り心地を悪化させることがなく、安定した走行を実現できる。
【００２９】
　具体的に、路面傾斜判定部１２について図２を用いて説明する。
【００３０】
　路面傾斜判定部１２は、モータ回転速度積算部２１と、クリープトルク判定部２２と、
路面判定部２３と、傾斜状態判定部２４とを備える。
【００３１】
　停止・再始動判定部１１が、ブレーキの油圧が所定値以下であり停止条件が解除された
ことを判定すると、ＭＣＵ１０の再始動を示す信号を入力する。停止・再始動判定部１１
は、この再始動を示す信号をＭＣＵ１０に入力すると共に、路面傾斜判定部１２に判定開
始を示す信号を入力する。
【００３２】
　路面傾斜判定部１２は、判定開始を示す信号が入力されると、停止条件が解除されてか
ら積算値を検出するのに十分な所定時間が経過したものとして、モータ回転速度積算部２
１で一定時間毎に取得されていたモータ２のモータ回転速度を積算して、積算値（積分値
）を算出する。なお、モータ回転速度は、ＥＣＵ４がモータ２に設けられた検出手段から
取得される。
【００３３】
　このモータ回転速度の積算値が大きいほど、傾斜の勾配が大きい。この累積値の積算は
、後述するようにクリープトルクの発生を示す判定信号が入力されるまで続く。即ち、モ
ータ回転速度積算部２１では、一定時間おきにＥＣＵ４が取得するモータ回転速度を記録
して加算していく。
【００３４】
　また、路面傾斜判定部１２は、判定開始を示す信号が入力されると、クリープトルク判
定部２２が、ＭＣＵ１０の再起動が完了してクリープトルクが発生しているかどうかを判
定する。このクリープトルクは、ＭＣＵ１０が有するクリープトルク発生手段（図示せず
）により発生する。クリープトルクの発生は、モータ２のトルク検出手段であるトルク検
出部９からＥＣＵ４が取得するトルク値により判定される。
【００３５】
　そして、クリープトルク判定部２２が、クリープトルクの発生を判定すると、発生を示
す判定信号をモータ回転速度積算部２１及び路面判定部２３とに入力する。
【００３６】
　モータ回転速度積算部２１は、クリープトルクの発生を示す判定信号が入力されると、
モータ回転速度の積算値の算出を停止する。即ち、モータ回転速度積算部２１は、クリー
プトルクの発生を示す判定信号が入力されるとＭＣＵ１０の停止条件が解除されてから所
定時間が経過したものとして、そのときまでのモータ回転速度の積算値の合計を算出する
のである。そして、モータ回転速度積算部２１は、積算値を示す信号を傾斜状態判定部２
４に送出する。
【００３７】
　路面判定部２３は、クリープトルクの発生を示す判定信号が入力されると、その時のモ
ータ回転速度が正であるか、負であるかを判断して、路面が上り坂であるか、下り坂であ
るかどうかを判断する。つまり、モータ回転速度が負である場合には、路面は上り坂であ
り、モータ回転速度が正である場合には、路面は下り坂である。そして、路面判定部２３
は、路面状態を示す信号を傾斜状態判定部２４に送出する。
【００３８】
　傾斜状態判定部２４は、モータ回転速度積算部２１からの積算値を示す信号と、傾斜状
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態判定部２４からの路面状態を示す信号とから、路面の勾配の程度、即ち、どのくらいの
勾配の上り坂、もしくは下り坂や平坦地なのかを判定する。
【００３９】
　この場合に、傾斜状態判定部２４は、積算値に応じて路面の勾配を判定するために、例
えばマップを有しており、このマップから路面の勾配を判定する。例えば、積算値がｑ１
～ｑ２（ｑ１＜ｑ２）の間では、路面の勾配が小さく、積算値がｑ２～ｑ３の間では、路
面の勾配は大きい、というように積算値がマップの複数の値のどの範囲にあるかによって
路面の勾配を設定する。
【００４０】
　このようにして、積算値を示す信号が、積算値がｑ２よりも小さい値であり、かつ、路
面状態を示す信号が路面が上り坂であることを示していれば、傾斜状態判定部２４は、路
面が勾配の小さな上り坂であることを判定する。
【００４１】
　その後、ＥＣＵ４は、傾斜状態判定部２４の判定結果に基づいて、所望の出力を得るこ
とができるトルクを設定し、これをＭＣＵ１０に送出する。ＭＣＵ１０は、この設定され
たトルクを出力できるようにモータ２を駆動制御する。例えば、上述のように傾斜状態判
定部２４が路面は勾配の小さな上り坂であることを判定した場合には、ＥＣＵ４は、トル
クを上り坂時の標準値よりも大きくするように設定してＭＣＵ１０に送出する。この場合
、例えばＥＣＵ４は、これにより、上り坂におけるトルク不足を抑制して、電気自動車１
は乗り心地が向上し、かつ、安定した走行が可能となる。
【００４２】
　本実施形態では、ＥＣＵ４がＭＣＵ１０への再始動を示す信号を送出した後ＭＣＵ１０
が再始動するまでの間に、路面傾斜判定部１２により路面状態を判定し、これに基づいて
モータ２のトルクを設定するように構成されていることから、再始動時において安定した
トルク出力を得ることができる。
【００４３】
　また、本実施形態においては、路面傾斜判定部１２では、積算値とモータ回転速度の正
負との両方から判断することで、誤作動を防止している。つまり、例えばモータ回転方向
やタイヤの回転方向のみで路面状態を判断する場合には、路面に凹凸があるだけで回転し
て坂ではないのに坂であると誤判定してしまう場合がある。しかしながら、本実施形態に
おいては、モータ回転速度のようなモータの回転状況を示す指標値を積算した積算値から
判定しているので、例えば積算値が０であるのに回転速度のみ負であるとすれば、誤作動
であると判定できるので、より判断を正確に行うことが可能である。
【００４４】
　本実施形態について、図３～図６を用いてより詳細に説明する。
【００４５】
　図３は、路面が上り坂である場合に本実施形態における制御を用いた場合の制御結果を
示すものである。なお、図３～図６において、横軸はそれぞれ時間ｔを示しており、縦軸
は、それぞれブレーキ油圧検出部で検出されるブレーキ油圧（ＭＰａ）、トルク検出部で
検出されるトルク値（Ｎ・ｍ）、ＥＣＵがモータに設けられた検出手段から得られるモー
タ回転速度（ｒｐｍ）を示している。
【００４６】
　まず、ｔ＝ｔ１では、ブレーキの油圧が所定値以上であるので、電気自動車は停止して
おり、ここでは図示しないが他の停止条件が成立していて、ＭＣＵはスリープ状態にある
。なお、電気自動車１は停止状態であるので、トルクもモータ回転速度も０である。
【００４７】
　そして、ｔ＝ｔ２前後から、運転者が徐々に足をブレーキから離すことによりブレーキ
の油圧が徐々に下降する。なお、電気自動車はまだ停止状態であるので、トルクもモータ
回転速度も０である。そして、ｔ＝ｔ３から、ブレーキの油圧が減少したことにより、電
気自動車１の後退が始まる。即ち、電気自動車１が自重で後退するので、モータ回転速度
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が検出されるが、トルクは０である。
【００４８】
　その後、ｔ＝ｔ４で、ブレーキ油圧が油圧所定値未満となったことから、ＥＣＵがＭＣ
Ｕをスリープ状態から再始動するように信号を送出する。また、ＥＣＵからＭＣＵへ再始
動するように信号が送出されると同時に、路面傾斜判定部に判定開始を示す信号が入力さ
れる。この間も、ブレーキの油圧が減少したことにより、電気自動車１は後退している。
【００４９】
　ｔ＝ｔ４で路面傾斜判定部に判定開始を示す信号が入力されると、モータ回転速度積算
部２１は一定時間毎に取得されているモータのモータ回転速度を累積積算し、積算値を算
出する。また、ｔ＝ｔ４で路面傾斜判定部に判定開始を示す信号が入力されると、クリー
プトルク判定部がクリープトルクが発生しているかどうかの判定を開始する。
【００５０】
　そして、ｔ＝ｔ５で、ＭＣＵが再始動を示す信号を取得して再始動を開始して、クリー
プトルク発生手段によりクリープトルクが発生する。クリープトルク判定部が、クリープ
トルクの発生を判定すると、発生を示す判定信号をモータ回転速度積算部及び路面判定部
とに入力する。
【００５１】
　この場合、モータ回転速度積算部は、クリープトルクの発生を示す判定信号が入力され
ると、モータ回転速度の積算値の算出を停止する。即ち、モータ回転速度の積算値（積分
値）とは、図３中、領域Ａの面積となる。そして、モータ回転速度積算部は、領域Ａの面
積に等しい積算値を示す信号を傾斜状態判定部に送出する。
【００５２】
　また、路面判定部は、クリープトルクの発生を示す判定信号が入力されると、その時の
モータ回転速度が負であるので、路面は上り坂であると判定する。そして、路面判定部は
、路面状態を示す信号を傾斜状態判定部に送出する。
【００５３】
　傾斜状態判定部は、この積算値を示す信号と、路面状態を示す信号とから、路面状態を
判定する。本実施形態では、積算値を示す信号が領域Ａの面積に等しい積算値を示し、路
面状態を示す信号が上り坂であることを示している。傾斜状態判定部は、領域Ａの面積に
対応した積算値が、例えば値ｑ１～ｑ２の間（ｑ１＜Ａ＜ｑ２）にあることから、勾配の
小さい上り坂であると判定する。
【００５４】
　ｔ＝ｔ５以降、この傾斜状態判定部の判定結果に基づいてＥＣＵがモータのトルクの出
力を設定する。本実施形態では、上り坂における標準時のトルクの出力よりも小さく（た
だし下り坂や平坦路に比較してトルク出力を大きく）して、所望のトルクを出力すること
ができるように設定されている。
【００５５】
　そして、ｔ＝ｔ６で運転者によりアクセルがオン状態となった場合に、ＥＣＵは路面状
態が勾配の小さい上り坂であることを認識しているので、ＭＣＵはこの路面状態に合わせ
て運転者の要求する運転状態を実現するためにトルクを大きく出力することができるよう
にモータを駆動制御する。これにより、運転者が要求する出力を得ることができ、安定し
て走行を行うことが可能である。
【００５６】
　また、図３では勾配の小さい上り坂の場合について説明したが、図４を用いて勾配の大
きい上り坂の場合について説明する。この図４に示す場合には、ｔ＝ｔ３から車両が後退
したが、斜面の勾配は図３に示す場合よりも大きいため、車両の後退量も大きく、その結
果モータ回転速度の積算値が領域Ａよりも面積の大きい領域Ｂ（Ｂ＞Ａ）に等しい積算値
となる。傾斜状態判定部は、ｔ＝ｔ５でこの領域Ｂの面積に等しい積算値を取得し、この
領域Ｂがどの範囲に含まれるかによって路面の勾配を設定する。この場合、傾斜状態判定
部は、領域Ｂの面積に等しい積算値は値ｑ２～ｑ３の間（ｑ２＜Ｂ＜ｑ３）にあるので、
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勾配が大きいと判定する。
【００５７】
　このように傾斜状態判定部が勾配が大きいと判定した場合には、ＥＣＵは、ｔ＝ｔ５で
モータのトルクをより大きくなるように設定する。即ち、図４に示すように、運転者が要
求する出力を得るためにトルクを図３に示すよりも大きくように、トルク値の上昇率を図
３よりも大きく設定している。このように勾配が急な上り坂の場合には、トルクをより大
きく設定することで、勾配が急な上り坂であっても、運転者が要求する出力を得ることが
でき、安定して走行を行うことが可能である。
【００５８】
　次に、図５に基づいて平坦路の場合について説明する。
【００５９】
　まず、ｔ＝ｔ１では、ブレーキの油圧が所定値以上であるので、電気自動車１は停止し
ており、ここでは図示しないが他の停止条件が成立していて、ＭＣＵはスリープ状態にあ
る。なお、電気自動車１は停止状態であるので、トルクもモータ回転速度も０である。
【００６０】
　そして、ｔ＝ｔ２前後から、運転者が徐々に足をブレーキから離すことによりブレーキ
の油圧が徐々に下降する。なお、電気自動車はまだ停止状態であるので、トルクもモータ
回転速度も０である。ｔ＝ｔ３でも同様である。
【００６１】
　ｔ＝ｔ４で、ブレーキ油圧が油圧所定値未満となったことから、ＥＣＵがＭＣＵをスリ
ープ状態から再始動するように信号を送出する。また、ＥＣＵからＭＣＵへ再始動するよ
うに信号が送出されると同時に、路面傾斜判定部に判定開始を示す信号が入力される。
【００６２】
　ｔ＝ｔ４で路面傾斜判定部に判定開始を示す信号が入力されると、モータ回転速度積算
部は一定時間毎に取得されているモータのモータ回転速度を累積積算し、積算値を算出す
る。また、ｔ＝ｔ４で路面傾斜判定部に判定開始を示す信号が入力されると、クリープト
ルク判定部がクリープトルクが発生しているかどうかの判定を開始する。
【００６３】
　この図５に示す場合には、ｔ＝ｔ５でＭＣＵが始動してトルクが発生するまで、モータ
回転速度の積算値は０である。また、ｔ＝ｔ５の場合に、モータ回転速度は０であるため
、路面判定部は、平坦地と判定する。この場合には、傾斜状態判定部は、モータ回転速度
の積算値は０であるため、勾配は０の平坦地であると判定する。
【００６４】
　そして、ｔ＝ｔ６で運転者によりアクセルがオン状態となった場合に、ＥＣＵは路面状
態が平坦路であることを認識しているので、ＭＣＵはこの路面状態に合わせて運転者の要
求する運転状態を実現するためにトルクを小さく出力することができるようにモータを駆
動制御する。これにより、運転者が要求する出力を得ることができ、安定して走行を行う
ことが可能である。
【００６５】
　次に、図６に基づいて下り坂の場合について説明する。
【００６６】
　まず、ｔ＝ｔ１では、ブレーキの油圧が所定値以上であるので、電気自動車１は停止し
ており、ここでは図示しないが他の停止条件が成立していて、ＭＣＵはスリープ状態にあ
る。なお、電気自動車１は停止状態であるので、トルクもモータ回転速度も０である。
【００６７】
　そして、ｔ＝ｔ２前後から、運転者が徐々に足をブレーキから離すことによりブレーキ
の油圧が徐々に下降する。なお、電気自動車はまだ停止状態であるので、トルクもモータ
回転速度も０である。
【００６８】
　ｔ＝ｔ３で、電気自動車はやや自重で前進を始め、モータ回転速度のみ検出される状態
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となる。
【００６９】
　ｔ＝ｔ４で、ブレーキ油圧が油圧所定値未満となったことから、ＥＣＵがＭＣＵをスリ
ープ状態から再始動するように信号を送出する。また、ＥＣＵからＭＣＵへ再始動するよ
うに信号が送出されると同時に、路面傾斜判定部に判定開始を示す信号が入力される。
【００７０】
　ｔ＝ｔ４で、路面傾斜判定部は、判定開始を示す信号が入力されると、モータ回転速度
積算部で一定時間毎に取得されていたモータのモータ回転速度を累積積算し、積算値を算
出する。また、路面傾斜判定部に判定開始を示す信号が入力されると、クリープトルク判
定部がクリープトルクが発生しているかどうかの判定を開始する。
【００７１】
　そして、ｔ＝ｔ５で、モータ回転速度積算部は、クリープトルクの発生を示す判定信号
が入力されると、モータ回転速度の積算値の算出を停止する。即ち、積算されたモータ回
転速度とは、図６中、領域Ｃの面積となる。そして、モータ回転速度積算部は、領域Ｃの
面積に等しい積算値を示す信号を傾斜状態判定部に送出する。
【００７２】
　また、路面判定部は、クリープトルクの発生を示す判定信号が入力されると、その時の
モータ回転速度が正であるので、路面は下り坂であると判定する。そして、路面判定部は
、路面状態（下り坂）を示す信号を傾斜状態判定部に送出する。
【００７３】
　傾斜状態判定部は、この積算値を示す信号と、路面状態を示す信号とから、路面状態を
判定する。本実施形態では、積算値を示す信号が領域Ｃの面積に等しい積算値を示し、路
面状態を示す信号が下り坂であることを示している。傾斜状態判定部は、領域Ｃの面積に
対応した積算値が、値ｑ１～ｑ２の間（ｑ１＜Ｃ＜ｑ２）にあることから、勾配の小さい
下り坂であると判定する。
【００７４】
　ｔ＝ｔ５以降、この傾斜状態判定部の判定結果に基づいてＭＣＵがモータのトルクの出
力を設定する。本実施形態では、トルクを標準勾配の下り坂の場合よりもやや抑制する程
度のトルクを出力することができるように設定されている。
【００７５】
　そして、ｔ＝ｔ６で運転者によりアクセルがオン状態となった場合に、ＥＣＵは路面状
態が勾配の小さい下り坂であることを認識しているので、ＭＣＵはこの路面状態に合わせ
て運転者の要求する運転状態を実現するためにトルクを小さく出力することができるよう
にモータを駆動制御する。これにより、運転者が要求する出力を得ることができ、安定し
て走行を行うことが可能である。
【００７６】
　以上述べたように、本実施形態においては、路面傾斜判定部１２を備えることで路面の
傾斜状態を判定でき、これにより路面に応じてトルクを設定することができるので、安定
した走行を確保することが可能である。
【００７７】
　本実施形態では、停止条件の解除をブレーキの油圧で判定したがこれに限定されない。
他の停止条件（例えばアクセルが全閉であるか否か）で判定してもよい。
【００７８】
　本実施形態では、モータ回転速度の積算は勾配の判定にのみ用いたが、これに限定され
ない。例えば、モータ回転速度の積算値のプラスマイナスを検出することにより、路面状
態を検出しても良い。即ち、モータ回転速度がマイナスであって、下り坂を示している場
合には、積算した値はマイナスになるので、モータの積算値の正負を判定することで、路
面状態を検出するように構成してもよい。このように積算値を用いて路面状態を判定する
ように構成すると、モータ回転速度やモータの回転方向のみにより路面状態を判定する場
合よりも、より正確に判定することができる。即ち、例えば路面に傾斜がなくても路面が
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正負が生じてしまい誤作動が生じる場合があるが、モータの回転速度を積算する場合には
、一定の時間分指標値を積算しているので、このような誤作動を防止することができる。
【００７９】
　本実施形態では、勾配についても判定したがこれに限定されない。少なくとも、モータ
回転速度の積算値、又はモータ回転速度の正負により上り坂であるのか、下り坂であるの
か、または平坦路であるのかを判定してトルクを設定しても良い。
【００８０】
　本実施形態においては、ＭＣＵ１０が再起動したかどうかをクリープトルクの発生によ
り検出したがこれに限定されず、例えば、ＭＣＵ１０の再起動にかかる時間や、クリープ
トルクが発生するまでの時間がどの程度であるか予め測定し、タイマーでこの測定時間を
経過した時にモータ回転速度の積算を終了し、路面判定を行うように構成してもよい。
【００８１】
　本実施形態においては、電気自動車１を例に説明したが、ハイブリッド車等の電動車両
に本発明は適用されうる。
【符号の説明】
【００８２】
１     電気自動車
２     モータ
３     バッテリー
４     ＥＣＵ
５     ブレーキ油圧検出部
６     アクセル検出部
７     車速検出部
８     ポジション検出部
９     トルク検出部
１０   ＭＣＵ
１１   停止・再始動判定部
１２   路面傾斜判定部
２１   モータ回転速度積算部
２２   クリープトルク判定部
２３   路面判定部
２４   傾斜状態判定部
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